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地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日本獣医師会   

会 長  山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」の

一部を改正する政令の施行について 

 

このことについて、平成 24年 7月４日付け 24薬食監麻発 0704第 1号をもって、厚生労

働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者

に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、平成 24年 7月 4日政令第 183号をもって、「麻薬、麻薬原料植物、

向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が改正され、その施行について、各都道

府県知事、各保健所設置市長及び各特別区長宛てに通知したので、本会会員にも内容を了

知した上で、各関係機関に周知を依頼されたものです。 

   なお、主な改正点は、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認され

た下記の 4つの化合物及びその塩類を、新たに麻薬として指定したことです。 

   また、平成 24年 8月3日から標記の政令が施行されることも付記いたします。 

 

 

記 

   

１．１－ナフタレニル（１－ペンチル－１H－インドール－３－イル）メタノン及びその塩類 

  （通称：JWH－０１８） 

２．（１RS，３SR）－３－［２－ヒドロキシ－４－（２－メチルノナン－２－イル）フェ

ニル］シクロヘキサン－１－オール及びその塩類 

  （通称：カンナビシクロヘキサノール） 

 



３．２－（メチルアミノ）－１－（４－メチルフェニル）プロパン－１－オン及びその塩類 

  （通称：４－メチルメトカチノン） 

４．１－（３，４－メチレンジオキシフェニル）－２－（ピロリジン－１－イル）ペンタ

ン－１－オン 

  （通称：MDPV） 

 

以上 

   

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 笹川 

TEL  03－3475－1601 
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